
特別高圧・高圧の標準メニュー（電気需給約款［特別高圧・高圧］ 

（2025年 4月 1日実施））の基準市場単価について 

 

当社は、電気需給約款［特別高圧・高圧］（2025年 4月 1日実施）における 2025年度

の基準市場単価※1をお知らせ(2024 年 12 月 25 日)しておりますが、このたび、新たに

2026年度以降の電気料金プランごとの基準市場単価をお知らせいたします。 

 

○関東エリア※2内 

［特別高圧のお客さま］ 

基準市場単価 （1 kWhにつき、税込） 

適用対象 ①  ② 

4月  

22銭 3厘 

29銭 6厘 

5月  28銭 3厘 

6月  24銭 3厘 

7月  

28銭 3厘 

20銭 5厘 

8月  19銭 6厘 

9月  23銭 4厘 

10月  
22銭 3厘 

27銭 6厘 

11月  31銭 8厘 

12月  

27銭 5厘 

28銭 9厘 

1月  25銭 4厘 

2月  24銭 1厘 

3月  22銭 3厘 25銭 6厘 

 

［高圧のお客さま］ 

基準市場単価 （1 kWhにつき、税込） 

適用対象 ①  ② 

4月  

22銭 9厘 

30銭 4厘 

5月  29銭 0厘 

6月  24銭 9厘 

7月  

29銭 0厘 

21銭 0厘 

8月  20銭 1厘 

9月  24銭 0厘 

10月  
22銭 9厘 

28銭 4厘 

11月  32銭 6厘 

12月  

28銭 3厘 

29銭 7厘 

1月  26銭 1厘 

2月  24銭 6厘 

3月  22銭 9厘 26銭 3厘 

 

 

 

 

https://www.tepco.co.jp/ep/notice/news/2024/pdf/24x1901.pdf


＜適用対象①の電気料金プラン※3＞ 

ベーシックプラン／特別高圧電力Ａ／特別高圧電力Ｂ※4／業務用電力／高圧電力※5 

／予備電力※6 

 

＜適用対象②の電気料金プラン※3 ＞ 

特別高圧季節別時間帯別電力Ａ／特別高圧季節別時間帯別電力Ｂ／特別高圧電力Ｂ※7

／業務用季節別時間帯別電力／高圧季節別時間帯別電力／高圧季節別時間帯別電力Ａ

／高圧電力Ａ／特別高圧予備電力※6／予備電力※6／特別高圧自家発補給電力Ａ／特別

高圧自家発補給電力Ｂ／自家発補給電力Ａ／自家発補給電力Ｂ 等※8 

 

○関東エリア※2外 

 別紙をご参照ください。 

   

以 上 

 

※1 平均市場価格が 1円/kWh増減した場合に発生する電力量 1kWhあたりの変動額 

※2 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県（富士川

以東） 

※3 常時供給分の電気料金プランにかかわらず、特別高圧自家発補給電力Ａ、特別高圧自家

発補給電力Ｂ、自家発補給電力Ａまたは自家発補給電力Ｂと同一計量の場合、適用対象

②の基準市場単価を適用 

※4 特別高圧電力Ｂのうち、供給電圧 60kV以下の場合 

※5 高圧電力のうち契約電力 500kW以上の場合 

※6 常時供給分の電気料金プランが適用対象①の場合は①の基準市場単価を、適用対象②の

場合は②の基準市場単価を適用 

※7 特別高圧電力Ｂのうち、供給電圧 140kVの場合 

※8 その他、燃料費等調整を適用する電気料金プラン 

https://www.tepco.co.jp/ep/corporate/adjust2/pdf/mktrate_out_20250401.pdf

